
2021年4月1日

川崎北労働基準監督署

労働基準法の基礎知識と最低賃金について



労働条件の明示について
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労働者を採用するときは、以下の労働条件を明示しなければなりません

（労働基準法第15条第1項、労働基準法施行規則第5条）



労働条件の明示について
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2024年4月から、労働条件明示事項が追加されました
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労働時間について

●労働時間の上限は、１日８時間、１週40時間（10人未満の商業、映画・演劇業、

保健衛生業、接客娯楽業は44時間）です
（労働基準法第32条、第40条）

●少なくとも１週間に１日、または４週間を通じて４日以上の休日を与
えなければなりません
（労働基準法第35条）

●労働時間の上限を超えて、または休日に働かせるには、あらかじめ労
使協定（36協定）を結び、所轄労働基準監督署に届け出る必要がありま
す
（労働基準法第36条）
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労働時間について



賃金について
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賃金は通貨で、直接労働者に、全額を、毎月１回以上、一定の期日
を定めて支払わなければなりません

（労働基準法第24条）



最低賃金について
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労働者の同意があっても最低賃金を下回ることはできません
（最低賃金法第4条）



最低賃金について
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最低賃金について
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(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

(2) １箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払わ

れる賃金(時間外割増賃金など)

(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金

(休日割増賃金など)

(5) 午後１０時から午前５時までの間の労働に対して支払

われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を

超える部分(深夜割増賃金など)

(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

最低賃金に含まれない賃金

最低賃金の対象となる賃金は、基本給＋諸手当
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最低賃金について

●新入社員、未経験者、事務職、試用期間中の賃金額について、最低賃金
を下回る賃金額になっていませんか。

最低賃金額に満たない賃金は、その不足分を過去にさかのぼって支払う
必要があります。
また、最低賃金額以上になるように賃金額を引き上げる必要があります。

●求人情報の更新、見直しはしましたか。

民間の求人情報誌、自社のホームページの求人欄をご確認ください。

確認しよう、最低賃金！



最低賃金引上げの支援策について
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業務改善助成金について
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業務改善助成金について
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キャリアアップ助成金について
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キャリアアップ助成金について
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キャリアアップ助成金について
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神奈川労働局 神奈川助成金センター
０４５（６５０）２８５９

詳しくは、神奈川労働局もしくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。



労働基準監督署の管轄

ご視聴ありがとうございました。


